
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  期末に代金が確定しない売上                

Ｑ：当社は、アパレルメーカーです。当期

に販売した季節商品の価額が決算までに確定

しません。このような場合には、売上げの計

上はどうしたらいいのでしょうか？                             

  

Ａ：販売した日の事業年度において、合理

的な方法で計算した価額に基づいて売上げの

計上をしなければなりません。 

【解説】 

税務上、商品や棚卸資産の販売による収益

は、原則として、販売した商品等を引き渡し

た日の事業年度で計上しなければりませんが、

ときとして、商品等の引渡しは済んでいるの

に、その販売価額が確定していないといった

ケースがあります。このような場合には、販

売価額が確定するまで収益の計上を見合わせ

るのではなく、販売をした日の事業年度にお

いて、その販売価額を合理的に見積もって収

益の額に計上しなければなりません。 

これは、税務上の課税所得の計算が、発生

主義ないしは確定主義に基づいて算出するこ

ととなっていることから、商品等の引渡しと

いう事実があった以上は、そこに相手方に対

するいくばくかの代金請求権が発生している

と考えられるからです。 

なお、収益計上した後の事業年度において

その商品等の販売価額が確定し、その見積計

上した販売価額とその確定した販売価額との

間に差額が生じたときは、その差額は、収益

計上した事業年度に遡って修正申告をすると

いうことはせず、その販売価額が確定した日

の事業年度の損益に計上して調整します。 
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